
 

新 潟 県 柏 崎 市 民 間 建 築 物 ア ス ベ ス ト 対 策 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 建 築 物 に 吹 き 付 け ら れ た ア ス ベ ス ト の 飛 散 に よ

る 市 民 の 健 康 障 害 を 予 防 し 、 生 活 環 境 の 保 全 を 図 る こ と を 目 的 と し

て 、 建 築 物 の 所 有 者 又 は 管 理 者 が 行 う ア ス ベ ス ト の 分 析 調 査 事 業 及

び 除 去 等 事 業 に 要 す る 経 費 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 金 を 交 付 す

る も の と し 、 そ の 交 付 に 関 し て は 、 新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則

（ 昭 和 ５ ０ 年 規 則 第 ２ ９ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、 当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  ア ス ベ ス ト  石 綿 障 害 予 防 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 厚 生 労 働 省 令 第 ２

１ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 石 綿 等 を い う 。  

⑵  補 助 対 象 建 築 物  ア ス ベ ス ト を 含 有 し て い る 、 又 は そ の 可 能 性

の あ る 吹 付 建 材 が 施 工 さ れ た 市 内 に 存 す る 建 築 物 を い う 。  

⑶  分 析 調 査 事 業  建 築 物 の 壁 、 柱 、 天 井 等 に 吹 き 付 け ら れ た 建 材

に 係 る ア ス ベ ス ト の 含 有 の 有 無 を 分 析 に よ り 調 査 す る こ と を い う 。 

⑷  除 去 等 事 業  建 築 物 の 壁 、 柱 、 天 井 等 に 吹 き 付 け ら れ た 建 材 に

係 る ア ス ベ ス ト 含 有 吹 付 建 材 に つ い て 除 去 、 封 じ 込 め 又 は 囲 い 込

み の 措 置 （ 以 下 「 除 去 等 」 と い う 。 ） を 行 う こ と を い う 。  

（ 補 助 金 の 交 付 対 象 者 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ

に も 該 当 す る も の と す る 。  

⑴  建 築 物 の 所 有 者 又 は 管 理 者 で あ っ て 、 か つ 、 市 税 を 滞 納 し て い

な い も の  

⑵  国 、 地 方 公 共 団 体 そ の 他 の 公 共 団 体 又 は こ れ ら の 者 に 準 ず る 者

以 外 の 者  



 

⑶  国 、 地 方 公 共 団 体 そ の 他 の 公 共 団 体 か ら こ の 要 綱 に 規 定 す る 補

助 金 と 同 様 の 補 助 金 等 の 交 付 を 受 け て い な い 者  

（ 補 助 対 象 事 業 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 対 象 と な る 事 業 は 、 補 助 対 象 建 築 物 の 分 析 調 査 事 業

及 び 除 去 等 事 業 で あ っ て 、 別 表 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の （ 以 下

「 補 助 対 象 事 業 」 と い う 。 ） と す る 。  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 額 は 、 次 の 表 に 掲 げ る 額 の 合 計 額 と す る 。  

補 助 対 象 事 業  対 象 経 費  補 助 金 額  

分 析 調 査 事 業  補 助 対 象 建 築 物 に つ い て 、

分 析 調 査 事 業 に 要 す る 経 費

で 、 分 析 に よ る 調 査 を 実 施

す る 機 関（ 以 下「 分 析 機 関 」

と い う 。 ） に 対 し て 支 払 う

費 用  

対 象 経 費 以 内 の 額 。 た だ

し 、２ ５ 万 円 を 限 度 と す る

（ 千 円 未 満 の 端 数 は 、切 り

捨 て る も の と す る 。 ） 。  

除 去 等 事 業  補 助 対 象 建 築 物 に つ い て 、

除 去 等 事 業 に 要 す る 経 費

で 、 除 去 等 を 行 う 施 工 業 者

（ 以 下「 施 工 者 」と い う 。）

に 対 し て 支 払 う 費 用  

対 象 経 費 の ３ 分 の ２ 以 内

の 額 。た だ し 、１ ５ ０ 万 円

を 限 度 と す る（ 千 円 未 満 の

端 数 は 、切 り 捨 て る も の と

す る 。 ） 。  

（ 交 付 申 請 ）  

第 ６ 条  分 析 調 査 事 業 に 係 る 補 助 金 の 交 付 の 申 請 を し よ う と す る 者 は 、

補 助 金 交 付 申 請 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） に 、 次 の 書 類 を 添 付 し て 、 事

業 実 施 年 度 の １ １ 月 末 日 ま で に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  補 助 事 業 実 施 計 画 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ）  

⑵  申 請 に 係 る 建 築 物 の 所 有 者 又 は 管 理 者 が 確 認 で き る 書 類  

⑶  申 請 に 係 る 建 築 物 の 施 工 箇 所 を 示 す 図 面  

⑷  現 況 写 真  



 

⑸  市 税 完 納 証 明 書  

⑹  分 析 調 査 事 業 に 係 る 対 象 経 費 の 見 積 書  

⑺  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  除 去 等 事 業 に 係 る 補 助 金 の 交 付 の 申 請 を し よ う と す る 者 は 、 補 助

金 交 付 申 請 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） に 、 次 の 書 類 を 添 付 し て 、 市 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  補 助 事 業 実 施 計 画 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ）  

⑵  申 請 に 係 る 建 築 物 に ア ス ベ ス ト が 含 有 す る こ と を 証 す る 書 類  

⑶  前 項 第 ２ 号 か ら 第 ５ 号 ま で に 掲 げ る 書 類  

⑷  除 去 等 事 業 に 係 る 対 象 経 費 の 見 積 書  

⑸  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 決 定 通 知 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を

審 査 し 、 補 助 金 の 交 付 又 は 不 交 付 を 決 定 し 、 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書

（ 別 記 第 ３ 号 様 式 ）又 は 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書（ 別 記 第 ４ 号 様 式 ）

に よ り 、 速 や か に 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 変 更 申 請 ）  

第 ８ 条  前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 補 助

事 業 者 」 と い う 。 ） は 、 申 請 内 容 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 補 助

事 業 変 更 申 請 書 （ 別 記 第 ５ 号 様 式 ） を 提 出 し 、 あ ら か じ め 市 長 の 承

認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査

し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 補 助 金 交 付 決 定 変 更 通 知 書 （ 別 記 第 ６ 号

様 式 ） に よ り 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 事 業 の 中 止 ）  

第 ９ 条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 後 に 補 助 事 業 を 中 止 す る と

き は 、 補 助 事 業 中 止 届 （ 別 記 第 ７ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  



 

（ 実 績 報 告 ）  

第 １ ０ 条  補 助 事 業 者 は 、 分 析 調 査 事 業 が 完 了 し た と き は 、 補 助 事 業

実 績 報 告 書 （ 別 記 第 ８ 号 様 式 ） に 、 次 の 書 類 を 添 付 し て 速 や か に 市

長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  分 析 機 関 が 発 行 し た 分 析 調 査 結 果 報 告 書 の 写 し  

⑵  分 析 調 査 に 要 す る 費 用 の 領 収 書 の 写 し  

⑶  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  補 助 事 業 者 は 、 除 去 等 事 業 が 完 了 し た と き は 、 補 助 事 業 実 績 報 告

書 （ 別 記 第 ８ 号 様 式 ） に 、 次 の 書 類 を 添 付 し て 速 や か に 市 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  工 事 写 真 （ 工 事 箇 所 ご と の 施 工 前 、 施 工 中 及 び 完 了 時 の 状 況 が

確 認 で き る も の ）  

⑵  施 工 者 が 発 行 し た ア ス ベ ス ト 除 去 工 事 等 結 果 報 告 書  

⑶  除 去 等 に 要 す る 費 用 の 領 収 書 の 写 し  

⑷  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 確 定 通 知 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た と き は 、 そ の 内 容

を 審 査 し 、 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、 補 助 金 確 定 通 知 書 （ 別 記 第 ９ 号 様

式 ） に よ り 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 、別 に 定 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  新 潟 県 柏 崎 市 民 間 建 築 物 ア ス ベ ス ト 対 策 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平

成 ２ ２ 年 ３ 月 告 示 第 ５ ６ 号 ） に よ る 補 助 金 の 支 払 に つ い て は 、 平 成

２ ９ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、 失 効 後 も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。 



 

（ 失 効 ）  

３  こ の 要 綱 は 、令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、そ の 効 力 を 失 う 。た だ し 、

補 助 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 ９ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、 な お そ

の 効 力 を 有 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 （ 第 ４ 条 関 係 ）  
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⑴  分 析 機 関 は 、 公 益 社 団 法 人 日 本 作 業 環 境 測 定 協 会 若 し く は 一

般 社 団 法 人 日 本 環 境 測 定 分 析 協 会 に 所 属 す る ア ス ベ ス ト の 有 無

及 び 含 有 量 を 測 定 で き る 機 関 又 は ⑵ に 規 定 す る 調 査 方 法 に よ り

ア ス ベ ス ト の 有 無 及 び 含 有 量 を 測 定 で き る 機 関 で あ る こ と 。  

⑵  分 析 に よ る 調 査 方 法 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ  Ａ  １ ４ ８ １ ― １ か ら ５

「 建 材 製 品 中 の ア ス ベ ス ト 含 有 率 測 定 方 法 」 を 標 準 と す る 。 た

だ し 、 厚 生 労 働 省 等 の 公 的 機 関 が 公 表 し た 方 法 で ア ス ベ ス ト の

有 無 及 び 含 有 量 を 測 定 で き る 場 合 は 、こ れ に よ る こ と が で き る 。
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⑴  施 工 者 は 、 次 の い ず れ か の も の で あ る こ と 。  

ア  一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 セ ン タ ー が 審 査 証 明 し た 「 吹 付 け ア

ス ベ ス ト 粉 じ ん 飛 散 防 止 処 理 技 術 」 を 有 す る も の  

イ  労 働 安 全 衛 生 法 （ 昭 和 ４ ７ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ） 第 １ ４ 条 の 規

定 に 基 づ き 選 任 さ れ た 石 綿 作 業 主 任 者 （ 平 成 １ ８ 年 ３ 月 ３ １

日 以 前 に お い て は 、 特 定 化 学 物 質 等 作 業 主 任 者 ） の 指 導 及 び

監 督 の 下 、 建 設 業 労 働 災 害 防 止 協 会 が 発 行 す る 「 建 築 物 の 解

体 等 工 事 に お け る 石 綿 粉 じ ん へ の ば く 露 防 止 マ ニ ュ ア ル 」 又

は こ れ と 同 等 の 方 法 に 従 っ て 施 工 す る こ と が で き る 確 実 な も



 

準  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の で 、 ア に 規 定 す る 飛 散 防 止 処 理 技 術 に 相 当 す る 技 術 を 有 す

る と 認 め ら れ る も の  

⑵  除 去 工 事 等 は 、 前 号 に 掲 げ る 施 工 者 の 区 分 に 応 じ て 、 そ れ ぞ

れ に 規 定 す る 処 理 技 術 又 は マ ニ ュ ア ル に 従 っ て 行 う も の で あ る

こ と と し 、囲 い 込 み 及 び 封 じ 込 め の 処 理 工 事 の 方 法 に つ い て は 、

平 成 １ ８ 年 ９ 月 国 土 交 通 省 告 示 第 １ １ ７ ３ 号 に よ る こ と 。  

⑶  除 去 等 事 業 に 伴 う 工 事 を 行 う こ と に よ り 、 補 助 対 象 建 築 物 が

建 築 基 準 法 関 係 規 定（ 建 築 基 準 法（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ）

第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 建 築 基 準 関 係 規 定 を い う 。 ） に 不 適 合

に な ら な い よ う に 必 要 に 応 じ た 措 置 を 講 じ る も の で あ る こ と 。  

 


